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衆
議
院
議
員
本
村
賢
太
郎
君
提
出
川
内
原
発
に
お
け
る
火
山
の
危
険
性
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

九
州
電
力
株
式
会
社
川
内
原
子
力
発
電
所
（
以
下
「
川
内
原
子
力
発
電
所
」
と
い
う
。
）
の
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
変
更

許
可
に
係
る
申
請
（
以
下
「
設
置
変
更
許
可
申
請
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
審
査
に
お
い
て
、
九
州
電
力
株
式
会
社
は
、
地

下
の
マ
グ
マ
の
状
況
や
過
去
の
噴
火
履
歴
等
を
検
討
し
、
川
内
原
子
力
発
電
所
の
運
用
期
間
中
に
お
い
て
、
噴
火
の
規
模
を

噴
出
物
の
総
体
積
に
基
づ
き
指
数
化
し
た
火
山
爆
発
指
数
七
以
上
の
噴
火
が
生
じ
る
可
能
性
は
十
分
小
さ
い
と
評
価
し
て
お

り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
こ
れ
を
妥
当
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
念
に
は
念
を
入
れ
て
、
火
山
爆
発
指
数
七
以
上
の
噴
火
の
可
能
性
が
十
分
小
さ
い
こ
と
を
継
続
的
に
確
認
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
九
州
電
力
株
式
会
社
は
、
火
山
活
動
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
火
山
が
噴
火
し
た
場
合
」
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
川
内
原
子
力
発
電
所
と
火
山
と
の
距
離
、
噴
火
の
規
模
等

に
よ
り
異
な
る
た
め
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
原
子
力
発
電
所
の
火
山
影
響
評
価
ガ
イ
ド
（
平
成
二

十
五
年
六
月
十
九
日
原
子
力
規
制
委
員
会
決
定
。
以
下
「
火
山
影
響
評
価
ガ
イ
ド
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
「
原
子
力

一



発
電
所
の
運
用
期
間
中
に
お
い
て
設
計
対
応
不
可
能
な
火
山
事
象
に
よ
っ
て
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
可

能
性
が
十
分
小
さ
い
と
評
価
さ
れ
た
火
山
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
噴
火
し
た
場
合
、
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
に
影
響
を
与
え

る
可
能
性
の
あ
る
火
山
事
象
」
に
つ
い
て
、
火
山
と
原
子
力
発
電
所
と
の
距
離
、
噴
火
の
規
模
等
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
影
響

評
価
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

川
内
原
子
力
発
電
所
の
設
置
変
更
許
可
申
請
に
係
る
審
査
に
お
い
て
、
火
山
影
響
評
価
ガ
イ
ド
を
踏
ま
え
、
原
子
力
発
電

所
へ
の
火
山
の
影
響
を
評
価
し
て
お
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
降
下
火
砕
物
に
つ
い
て
は
、
桜
島
に
お
け
る
桜
島
薩
摩
噴
火

（
約
一
万
二
千
八
百
年
前
、
噴
火
規
模
は
約
十
一
立
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
に
よ
る
も
の
が
川
内
原
子
力
発
電
所
の
敷
地
（
以

下
「
敷
地
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
最
も
影
響
が
大
き
い
と
評
価
し
、
文
献
調
査
に
よ
っ
て
層
厚
が
十
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
及
び
地
質
調
査
に
よ
っ
て
敷
地
付
近
に
降
下
火
砕
物
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
シ
ミ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
検
討
を
行
い
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
結
果
よ
り
も
保
守
的
に
降
下
火
砕
物
の
層
厚
を
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
と
設
定
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

ま
た
、
降
下
火
砕
物
以
外
の
火
山
事
象
で
あ
る
火
山
性
土
石
流
、
火
山
泥
流
等
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
敷
地
に

影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
を
同
審
査
に
お
い
て
確
認
し
て
い
る
。

二



三
に
つ
い
て

敷
地
に
お
い
て
最
も
影
響
が
大
き
い
と
評
価
し
た
火
山
事
象
で
あ
る
降
下
火
砕
物
に
つ
い
て
は
、
川
内
原
子
力
発
電
所
の

設
置
変
更
許
可
申
請
に
係
る
審
査
に
お
い
て
、
火
山
影
響
評
価
ガ
イ
ド
を
踏
ま
え
、
原
子
力
発
電
所
へ
の
火
山
の
影
響
を
評

価
し
て
お
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
直
接
的
影
響
に
よ
っ
て
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び

設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
五
号
）
第
二
条
第
二
項
第
八
号
に
定
め
る
安
全

施
設
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
な
い
設
計
方
針
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
安
全
機
能
を
有
す
る
建
屋

及
び
屋
外
施
設
に
つ
い
て
降
下
火
砕
物
の
堆
積
等
に
よ
る
荷
重
に
対
し
て
安
全
裕
度
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
構
造
健
全
性
が

失
わ
れ
な
い
こ
と
、
外
気
取
入
口
を
有
す
る
安
全
施
設
に
つ
い
て
フ
ィ
ル
タ
等
の
設
置
に
よ
り
降
下
火
砕
物
の
侵
入
防
止
対

策
を
講
じ
て
い
る
こ
と
等
に
よ
り
、
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
な
い
設
計
方
針
で
あ
る
こ
と
を
同
審
査
に
お
い
て
確
認
し
て
い

る
。ま

た
、
降
下
火
砕
物
の
間
接
的
影
響
に
よ
る
外
部
電
源
の
喪
失
等
を
想
定
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
原
子
炉

及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
安
全
性
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
、
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
等
を
備
え
る
と

と
も
に
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
七
日
間
の
連
続
運
転
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
同
審
査
に
お
い
て
確
認
し
て
い
る
。

三



さ
ら
に
、
降
下
火
砕
物
の
影
響
に
よ
り
、
原
子
力
災
害
時
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
い
る
避
難
経
路
が
使
用
で
き
な

い
場
合
へ
の
備
え
に
つ
い
て
は
、
鹿
児
島
県
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
同
計
画
に
お
い

て
、
鹿
児
島
県
及
び
関
係
市
町
村
は
、
代
替
経
路
の
選
定
を
行
う
と
と
も
に
、
被
害
を
受
け
た
道
路
に
つ
い
て
、
速
や
か
に

復
旧
し
、
交
通
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
計
画
に
お
い
て
、
鹿
児
島
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長

の
要
請
に
よ
り
派
遣
さ
れ
る
自
衛
隊
の
活
動
内
容
と
し
て
、
道
路
若
し
く
は
水
路
が
損
壊
し
、
又
は
道
路
若
し
く
は
水
路
に

障
害
物
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
啓
開
又
は
除
去
に
当
た
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

原
子
力
発
電
所
を
再
稼
働
さ
せ
る
か
否
か
を
判
断
し
、
法
令
上
の
手
続
に
従
っ
て
、
必
要
な
申
請
を
行
う
の
は
、
原
子
力

事
業
者
で
あ
る
。
ま
た
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
」
（
平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
い
か
な

る
事
情
よ
り
も
安
全
性
を
全
て
に
優
先
さ
せ
、
国
民
の
懸
念
の
解
消
に
全
力
を
挙
げ
る
前
提
の
下
、
原
子
力
発
電
所
の
安
全

性
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
専
門
的
な
判
断
に
委
ね
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
よ
り
世
界
で
最
も
厳
し
い
水
準

の
規
制
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
判
断
を
尊
重
し
原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
を
進
め
る
」
こ
と
と

し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
政
府
の
一
貫
し
た
方
針
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
計
画
に
お
い
て
、
原
子
力
発
電
所
に
つ
い
て
、
「
万

四



が
一
事
故
が
起
き
た
場
合
に
は
、
国
は
関
係
法
令
に
基
づ
き
、
責
任
を
も
っ
て
対
処
す
る
」
こ
と
と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
原
子
力
発
電
所
に
つ
い
て
、
万
が
一
事
故
が
起
き
た
場
合
に
は
、
原
子
力
災
害
の
拡
大
の
防
止
等
に
必
要

な
措
置
の
実
施
や
原
子
力
損
害
の
賠
償
等
に
つ
い
て
、
そ
の
一
義
的
な
責
任
は
、
原
子
力
事
業
者
が
負
う
こ
と
と
な
る
が
、

政
府
と
し
て
も
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
等
の
関
係
法
令
に
基
づ
き
、
緊
急

事
態
応
急
対
策
等
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
等
の
責
務
を
有
す
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
に
お
い
て
、
「
い
か
な
る
事
情
よ
り
も
安
全
性
を
全
て
に
優
先
さ
せ
、
国
民
の
懸
念
の
解
消
に
全

力
を
挙
げ
る
前
提
の
下
、
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
専
門
的
な
判
断
に
委
ね
、
原
子

力
規
制
委
員
会
に
よ
り
世
界
で
最
も
厳
し
い
水
準
の
規
制
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
判
断
を
尊
重

し
原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
を
進
め
る
」
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
れ
が
政
府
の
方
針
で
あ
る
。

五


